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【手続補正書】
【提出日】平成29年6月1日(2017.6.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ある用量の化粧品製品（１０）を含むカプセル（１）から前記化粧品製品（１０）でユ
ニット容器（１３）を充填するための方法であって、前記カプセル（１）は、前記用量の
化粧品製品（１０）で充填されたチューブ（２）を備え、前記チューブ（２）は、前記チ
ューブ（２）内に摺動可能に取り付けられたピストン（６）により閉じられる第１の端部
（３）と、初めに閉じられる出口ノズル（９）を形成する第２の端部（４）との間に延在
し、前記方法は、
　前記カプセル（１）の前記出口ノズル（９）を開封するステップと、
　前記出口ノズル（９）により前記化粧品製品を押し出すために前記カプセル（１）の前
記ピストン（６）を作動させることによって前記化粧品製品（１０）がユニット容器（１
３）へと流し込まれる、流し込むステップと、
　前記化粧品製品（１０）が加熱（５５、７６）により前記カプセル（１）内で流体化さ
れるステップと、
を少なくとも含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記カプセル（１）内の前記化粧品製品（１０）の前記加熱（５５、７５）は、８０℃
～１００℃の間に含まれる温度にて行われる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記温度は９０℃である、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記加熱は、１分～５分の間に含まれる時間にわたって行われる、請求項１から３のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記加熱は、４分の間行われる、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記カプセル（１）の前記出口ノズル（９）を開く前記ステップは、前記カプセル（１
）が備える分離可能ヘッド（１１）を切り離すことによって行われ得る、請求項１から５
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
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　前記流し込みステップの後に、
　前記化粧品製品（１０）が前記ユニット容器（１３）内で固化される冷却ステップ
をさらに含む、請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記冷却ステップは、空気（７９）を吹き込むことによって行われる、請求項７に記載
の方法。
【請求項９】
　前記冷却ステップは、１分～５分の間に含まれる時間にわたって行われる、請求項７ま
たは８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記冷却ステップは、４分間行われる、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　チューブ（２）内に摺動可能に取り付けられたピストン（６）によって閉じられた第１
の端部と、閉じられた出口ノズル（９）を形成する第２の端部（４）との間に延在し、固
形形態の化粧品製品で充填された前記チューブ（２）を備えることを特徴とするカプセル
（１）。
【請求項１２】
　前記カプセルの前記出口ノズル（９）は、分離可能ヘッド（１１）により気密的に閉じ
られる、請求項１１に記載のカプセル（１）。
【請求項１３】
　剛性キャップ（７）が、前記ピストン（６）に対接して配置される、請求項１１または
１２に記載のカプセル（１）。
【請求項１４】
　前記チューブ（２）は、１００℃超の融点を有する固形材料から作製される、請求項１
１から１３のいずれか一項に記載のカプセル（１）。
【請求項１５】
　前記チューブ（２）は、透明材料から作製される、請求項１１から１４のいずれか一項
に記載のカプセル（１）。
【請求項１６】
　前記ピストン（６）は、透明材料から作製される、請求項１１から１５のいずれか一項
に記載のカプセル（１）。
【請求項１７】
　取外し可能である請求項１１から１６のいずれか一項に記載のカプセル（１）から化粧
品製品でユニット容器（１３）を充填するためのデバイス（３４）であって、
　前記カプセル（１）の前記出口ノズル（９）を開くのに適した開封するための手段（５
６～５９）と、
　前記出口ノズル（９）により前記化粧品製品（１０）を押し出すために前記カプセル（
１）の前記ピストン（６）を作動させることによって前記ユニット容器（１３）に前記化
粧品製品（１０）を流し込むのに適した、前記化粧品製品を流し込むための手段（６０）
と、
を備えることを特徴とするデバイス（３４）。
【請求項１８】
　加熱により前記カプセル（１）内に収容された固形の前記化粧品製品（１０）を流体化
させ、前記カプセル（１）の前記出口ノズル（９）を開封するのに適した、前記カプセル
（１）を調製するための手段（４７、５５、７６、５６～５９）と、
　前記出口ノズル（９）により前記化粧品製品（１０）を押し出すために前記カプセル（
１）の前記ピストン（６）を作動させることによって前記ユニット容器（１３）に前記流
体化された化粧品製品（１０）を流し込むのに適した、前記化粧品製品（１０）を流し込
むための手段と、
を備える、請求項１７に記載のデバイス（３４）。
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【請求項１９】
　前記カプセルの調製手段（４７、５５、７６、５６～５９）は、
　前記カプセル（１）を受けるのに適した第１の受領ハウジング（４７）と、
　前記第１の受領ハウジング（４７）を通して前記カプセル（１）を加熱するのに適した
加熱要素（５５、７６）と、
　前記カプセル（１）の前記出口ノズル（９）を開封するのに適した開封要素（５６～５
９）と、
を備える、請求項１７または１８に記載のデバイス（３４）。
【請求項２０】
　前記加熱要素（５５、７６）は、前記第１の受領ハウジング（４７）の周囲に分散した
加熱用抵抗（５５）と、さらにハロゲンデバイス（４７）とを備えることが可能である、
請求項１９に記載のデバイス（３４）。
【請求項２１】
　前記カプセル（１）の前記出口ノズル（９）を開封するための手段（５６～５９）は、
非作動位置と、前記少なくとも１つのブレード（５６）が前記出口ノズル（９）を開封す
る作動位置との間で可動に取り付けられた少なくとも１つの切断ブレード（５６）と、さ
らに前記作動位置と前記非作動位置との間で前記ブレード（５６）を移動させるのに適し
たアクチュエータ（５７～５９）とを備え、およびその逆となる、請求項１７から２０の
いずれか一項に記載のデバイス（３４）。
【請求項２２】
　流し込むための前記手段（６０）は、ジャッキに関連付けられたロッド（６０）を備え
、前記ロッド（６０）は、収納非作動位置と、前記ロッド（６０）の一方の端部（６３）
が前記カプセル（１）の前記チューブ（２）内に摺動可能に取り付けられた前記カプセル
（１）の前記ピストン（６）に圧力をかけるのに適した位置となる作動位置との間での移
動において可動に取り付けられる、請求項１７から２１のいずれか一項に記載のデバイス
（３４）。
【請求項２３】
　前記デバイス（３４）は、化粧品製品（１０）用の前記ユニット容器（１３）を受ける
のに適した第２の受領ハウジング（６４）を備える、請求項１７から２２のいずれか一項
に記載のデバイス（３４）。
【請求項２４】
　化粧品製品（１０）用の前記ユニット容器（１３）のための前記第２の受領ハウジング
（６４）は、前記第２の受領ハウジング（６４）に化粧品製品用の前記ユニット容器（１
３）を挿入する助けとなる収納位置と、化粧品製品用の前記ユニット容器（１３）が前記
カプセル（１）の前記出口ノズル（９）に隣接して位置するのに適した位置である充填位
置との間での移動において可動に取り付けられた引出し（４４）内に配置される、請求項
２３に記載のデバイス（３４）。
【請求項２５】
　前記第２の受領ハウジング（６４）を通して化粧品製品（１０）用の前記ユニット容器
（１３）を冷却するための手段（７９）を備える、請求項２３または２４に記載のデバイ
ス（３４）。
【請求項２６】
　前記デバイス（３４）は、分離可能ヘッド（１１）を回収するための手段（４３）を備
え、前記分離可能ヘッド（１１）は、前記出口ノズル（９）の開封前に前記カプセル（１
）の前記出口ノズル（９）を閉じるのに適する、請求項１７から２５のいずれか一項に記
載のデバイス（３４）。
【請求項２７】
　請求項１から１０のいずれか一項に記載の方法の各ステップの進捗をオペレータ（１０
０）に通知するために前記オペレータ（１００）にメッセージを送達するのに適した、お
よび／または前記デバイス（３４）を使用するための指示を前記オペレータ（１００）に
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与えるのに適したディスプレイ画面（４２）を備える、請求項１７から２６のいずれか一
項に記載のデバイス（３４）。
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